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香美市物部町小川地域の森林整備推進に関する協定書

(目的)

第 1条 香美市物部町小川地域の森林整備推進に関する協定(以下「協定」という。)は、

森林の共同施業団地(以下「施業団地」という。)を設定し、森林整備の目標、森

林整備の方法、事業に必要な作業道等の施設の設置及び維持管理に関する事項等を

定め、高知中部森林管理署と物部森林組合が連携して森林整備を推進することを目

的とする。

(名称〉

第2条 この協定は「香美市物部町小川地域の森林整備推進に関する協定書Jと称する。

(施業団地の区域)

第3条 この協定の対象は別図の香美市物部町小川地域内の森林とする。

(協定の締結)

第4条 この協定は、施業団地に関係する機関の合意により締結する。

(事業内容)

第5条 協定者は連携して、低コストで効率的な作業道等整備及び森林整備を行う。

(森林整備実施計画及び事業の実行)

第6条 施業団地において森林整備を推進するため、協定者は連携して、森林整備実施計

画を作成する。

2 森林整備実施計画については、次に掲げる事項を定める。

( 1 ) 森林整備を行う森林の区域及び面積

(2) 森林整備の目標に関する事項

(3) 森林整備の方法に関する事項

(4) 作業道等の施設の設置及び維持管理に関する事項

(5) 境界標識の保全管理に関する事項

(6) 森林整備の年次計画

(7 ) その他

3 事業は、森林整備実施計画に基づき行う。ただし、経済情勢の変化等により事業

を実行しない場合、又は事業を追加する場合は他の協定者の意向を確認し、森林整

備実施計画を変更することができる。

4 森林整備実施計画は前項に規定する場合のほか、協定の有効期間を延長する場合

に見直しを行う。

(協定の有効期間)

第7条 この協定は、平成22年4月1日を始期とする高知森林計画区における地域森林

計画及び第四次国有林野施業実施計画の計画期間内(平成27年3月31固まで)

とする。ただし、有効期間満了の 30日前までに協定者が協議の上、協定の効力を

さらに 5年間延長することができる。



(協定の変更又は廃棄)

第 8条 この協定の有効期間内に、諸般の事情により協定の変更又は廃棄の必要が生じた

場合は、協定者間で協議の上、協定の変更又は廃棄ができる。

(運営会議)

第 9条 協定者は、協定事項を処理するため、運営会議を開催することができる。

2 運営会議は次に掲げる事項を行う。

( 1 ) 森林整備実施計画に定める森林施業を実行するに当たっての必要な連絡調整

(2 ) 森林整備実施計画に定める作業道等の施設の設置及び維持管理に必要な連絡

調整

(3) その他協定の実施に関する必要な連絡調整

(その他)

第10条 この協定の実施に関し、その他必要な事項又はこの協定に定めのない事項につい

ては、協定者が協議して定める。

(施行)

第11条 この協定は、平成23年 5月27日から施行する。

以上、この協定の実施に当たっては、互いに信義を重んじ誠実に履行することを約束

し、押印のうえ、各自 1通を保有する。

平成23年 5月 27日

高知中部森林管理署長 二村信三 印

物部森林組合代表理事組合長 小松律男 印

〆








